
別記様式第8号（別記１の第６の１、別記２の第５、別記４の第６）

鳥獣被害防止総合支援事業、鳥獣被害防止都道府県活動支援事業及び鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業の評価報告（令和４年度報告）
青森県

１　被害防止計画の作成数、特徴等

２　事業効果の発現状況

３　被害防止計画の目標達成状況

 ＜計画後との達成状況＞
外ヶ浜町 被害金額：0万円（達成率　970％）、被害面積：0ha（達成率1000％）
蓬 田 村 被害金額：0.01万円（達成率　327％）、被害面積：0.002ha（達成率 325％）
弘 前 市 被害金額：1001万円（達成率　542％）、被害面積：2.45ha（達成率787％）
三 戸 町 被害金額：57万円（達成率 -923％）、被害面積：0.264ha（達成率 458％）
五所川原 被害金額：1564万円（達成率　74％）、被害面積：0.08ha（達成率262％）
鰺ヶ沢町 被害金額：75万円（達成率　133％）、被害面積：0.23ha（達成率165％）
深 浦 町 被害金額：91.4万円（達成率　647％）、被害面積：0.27ha（達成率731％）
板 柳 町 被害金額：269万円（達成率　33％）、被害面積：0.585ha（達成率31％）
中 泊 町 被害金額：0万円（達成率　326％）、被害面積：0ha（達成率217％）
下北地域 被害金額：93万円（達成率　171％）、被害面積：0.475ha（達成率226％）

４　各事業実施地区における被害防止計画の達成状況

（協議会名） 基準値 目標値 実績値 達成率 基準値 目標値 実績値 達成率

H30 R4 R4 H30 R4 R4

ニホンザル 9.7 8.7 0 970% 0.04 0.036 0 1000%

アナグマ - - - - - - - -

ハクビシン - - - - - - - -

ニホンジカ - - - - - - - -

イノシシ - - - - - - - -

アライグマ - - - - - - - -

計 9.7 8.7 0 970% 0.04 0.036 0 1000%

　 被害防止計画数34（市町村数38）　※うち令和４年度に事業を実施したもの：計画数12（市町村数16）
　 生息状況調査や捕獲などの「有害捕獲」、指導員の育成やモンキードック等による追払い活動などの「被害防除」、緩衝帯の設置などによる「生息環境整備」を組み合わせた効果的な取組を行い、さらに農作物被害が多い市町村では電気柵の設置やサルの緊急捕獲等を実施している。
　 また、下北地域ではニホンザルの対策を効率的に行うために、下北半島の５市町村が広域連携により対策を実施している。
　 近年では、ＩＣＴ技術を活用し、センサーカメラやクラウド型遠隔操作システムなどの導入が進んできたところである。
　 なお、計画作成・更新時には、目撃情報や農作物被害が増加しているイノシシ、ニホンジカ及びアライグマを対象鳥獣にするよう指導し、計画作成市町村の全てにおいて、対象となっている。

　【鳥獣被害防止総合支援事業及び鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業（各鳥獣被害防止対策協議会実施）】
　ニホンザルについては、テレメトリ－発信器等を活用したニホンザルの生息状況調査を実施し、箱わな等の捕獲機材の導入や捕獲・追払い活動が行われている。また、弘前市では、電気柵を設置した場所では被害がなくなり、被害防止効果が高かったほか、下北半島では、モンキードックを活用した追払いに取り組んだ。これらの
結果、令和４年度の被害金額は、前年度から減少し、790万円（前年対比71％）となった。
　アライグマについては、研修の開催による捕獲従事者の養成や、箱わな等の導入による捕獲活動に取り組んだ結果、令和４年度の被害金額は、前年度から減少し、164万円（前年対比49％）となった。
　カラスについては、箱わな・銃器による捕獲等に取り組んだ結果、令和４年度の被害金額は、前年度から減少し、988万円（前年対比69％）となった。
　ツキノワグマについては、電気柵の設置や銃器・箱わなによる捕獲活動を行った結果、令和４年度の被害金額は前年度から減少し、496万円（前年対比69％）となった。
　さらには、研修会等への参加による知識や技術の向上も図られているほか、有害鳥獣捕獲従事者や実施隊員等の確保のために、狩猟免許取得支援を実施するなど、鳥獣の捕獲体制の強化に取り組んでいる。
　これらの結果、全体の被害金額は前年度並の4,720万円（前年対比104％）となった。

　【鳥獣被害防止都道府県活動支援事業（県実施）】
　弘前市、黒石市、平川市、板柳町と連携し、捕獲されたカラスへのGPS発信器の装着による行動域調査を実施した。
  本県において個体数の増加及び農作物被害の拡大が懸念されるイノシシについて、鳥獣被害対策実施隊員等の捕獲技術向上と効率化な捕獲技術の確立に向け、ＩＣＴ等を活用した捕獲実証を三戸町及び田子町と連携して実施した。
　被害防止対策の効果向上に向け、各市町村の課題解決等のための専門家派遣の体制を整備し、派遣を実施した。
　それぞれの地域において効果的に被害防止対策を実施するため、本県において新たな脅威となっているイノシシのほか、被害が拡大してきているアライグマ・ハクビシン等の中型害獣の被害防止対策研修会などを開催し、人材育成を図った。
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稼働率
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被害防止計画の目標と実績

対象
鳥獣

(1)捕獲活動
　有害鳥獣捕獲に関しては、確実に
効果があることが確認されたため、よ
り効果的に取り組むため、比較的発
見件数の多い早朝から活動した結
果、捕獲駆除件数の増加につながっ
ている。また、捕獲用箱わなの設置場
所を適度に変えるなどの工夫をした
結果、被害を軽減することができた。

(2)追払い活動
銃器等による追い払いに関しては、
確実に効果があることが確認された
ため、より効果的に取り組むため、比
較的発見件数の多い早朝から活動し
た結果、捕獲駆除件数の増加につな
がっている。

－ 銃器等による追い払い・有
害捕獲
（Ｒ２～R４）

(1)有害捕獲
　

(2)被害防除

　実施隊の出動日数を増やすこ
とにより、効果的な追い払い、
捕獲をすることができた。その
結果、被害金額及び被害面積と
もに目標を達成することができ
た。また、近隣町村からの群れ
の移動が増加傾向にあることか
ら、長期的な追い払い・捕獲駆
除対策を継続して実施する必要
がある。

令和４年度まで鳥獣保護管理員　相内正人
　ニホンザルの農作物被害を減少させていくために、銃器等による個体数の調整が
一番効果的と考えられる。今後も農作物被害防止のため、被害が多発している場所
に箱わなを設置するなど取組を継続的に実施して、被害面積及び被害金額の減少
に努めてもらいたい。また、今後ニホンジカによる被害の発生が懸念されることから、
情報収集にも努めてもらいたい。

　県内のニホンザルの生息数は
増加傾向にあるものの、当地域に
おいては効果的な対策が行われ
ていることから、現在の被害防止
対策を継続して実施していく必要
がある。
　県では引き続き被害防止計画
に基づく取組を支援するとともに、
実施隊員等、捕獲従事者の鳥獣
被害対策に係る知識・技術の向
上を目的とした研修の開催等によ
り人材育成を行っていく。

 R2  116人
 R3  166人
 R4 105人

(1)捕獲活動
　R2　30人
　R3　36人
　R4　39人
 
(2)追払い活動
　R2　86人
　R3　130人
　R4　66人

　 令和４年度の事業評価の対象となっているのは、８計画であり、７計画で目標達成、1計画（板柳町）で目標が達成できなかった。
　 再評価となっている２計画の内、１計画で目標達成、１計画（三戸町）で目標が達成できなかった。

外ヶ浜町鳥獣被
害防止対策協議
会

外ヶ浜町 令和２
年度～
令和４
年度

ニホン
ザル、
アナグ
マ、ハ
クビシ
ン、ニ
ホンジ
カ、イノ
シシ、
アライ
グマ

外ヶ浜町
鳥獣被害
防止対策
協議会

－



H29 R3 R4 H29 R3 R4

ニホンザル 2.3 1.60 0.01 327% 0.08 0.056 0.002 325%

ニホンジカ - - - - - - - -

イノシシ - - - - - - - -

計 2.3 1.60 0.01 327% 0.08 0.056 0.002 325%

(1)侵入防止柵整備 R元 R4 R4 R元 R4 R4

ニホンザル 570 510 515 92% 1.76 1.62 1.32 314%

ツキノワグマ 1,298 1,160 384 663% 3.56 3.28 0.89 954%

(2)有害捕獲
カラス 339 310 99 819% 0.84 0.77 0.22 886%

ノウサギ － － － － － － － －

アライグマ 45 40 3 812% 0.16 0.15 0.02 1400%

カルガモ 11 10 － － 0.22 0.2 － －

ニホンジカ － － － － － － － －

イノシシ － － － － － － － －

計 2,263 2,030 1,001 542% 6.54 6.02 2.45 787%

狩猟免許取得者への助成

弘前市鳥獣被害
防止対策協議会

弘前市 令和2
年度か
ら令和
4年度
まで

ニホン
ザル、
ツキノ
ワグ
マ、カ
ラス、
ノウサ
ギ、
アライ
グマ、
カルガ
モ、
ニホン
ジカ、
イノシ
シ、
ハクビ
シン、
ヒヨド
リ、
ムクド
リ

(1)電気柵
　R2  4,626ｍ
　R3  8,763ｍ
　R4  2,218ｍ

(2)箱わなの増設
アライグマ捕獲用箱わな
  R2　30基
  R3　33基
  R4　5基

クマ捕獲用わな
  R2  4基

大型檻
  R2  1基
  R3  1基
  R4  1基

取得経費の一部助成
  R2  10名
  R3  5名
  R4  7名

弘前市鳥
獣被害防
止対策協
議会

R2.8
R3.9
R4.9

100% (1)電気柵
電気柵の効果は大きく、設置した圃場
では被害が大きく減少した。

(2)箱わなの増設
　ニホンザルによる被害は令和元年
度より減少したが、目標値にはわず
かに及ばなかった。ツキノワグマによ
る被害については大きく減少した。
　他の鳥獣については、銃器や箱わ
なによる捕獲も継続して実施し、被害
は減少している。

- (1)捕獲活動・生息状況調査
・テレメトリーと箱わなによる捕獲活動
は、生息域を把握することができ効果
があった。

(2)追払い活動
・煙火等を利用した追い払いは、鳥獣
が慣れるまでは効果があった。また、
例年被害が確認される地域の農家
が、煙火消費保安講習会を受講し、
自ら追い払いを行うことで被害が激減
した。
・銃器による追い払いは被害対策実
施隊を中心として実施し、効果が高
かった。

　県内のニホンザルの生息数は
増加傾向にあるが、効果的な対
策が行われていることから、現在
の被害防止対策を継続して実施
していく必要がある。
 令和４年度は目標未達成となり、
今年度再評価の対象となったが、
改善計画で定めた、ニホンザルの
テレメトリーを活用した見回り活動
及び出没情報の情報共有の強化
について実施したほか、銃器や煙
火による追い払い活動を行った結
果、ニホンザルによる農作物被害
は減少し、目標は達成された。
　県では引き続き被害防止計画
に基づく取組を支援するとともに、
実施隊員等、捕獲従事者の鳥獣
被害対策に係る知識・技術の向
上を目的とした研修の開催等によ
り人材育成を行っていく。

　改善計画で定めた改善方策と
して、「見回り等の回数を増や
し、ニホンザルの出没情報をこ
れまで以上に共有し、被害の軽
減に努める。また、侵入防止柵
の整備について検討する。」とし
ていた。実際に、作業員や猟友
会、村担当課一体となった見回
りの回数は増加し、有害鳥獣の
素早い情報共有を図ったことに
より被害を軽減できた場面も
あった。
　また、テレメトリーや箱わな、
煙火、銃器などによる追い払い
を実施した。特に効果が感じら
れたのが、例年被害が確認され
る地域の農家が、煙火消費保
安講習会を受講し、自ら追い払
いを行ったことによる被害の激
減である。令和５年度も新規で
１４名が煙火消費保安講習会を
受講した。
引き続き、被害の防止対策にも
努める。

北里大学 獣医学部　助教　杉山真言

令和４年度は被害が少なく、本事業の効果は評価されるものである。一方で、野生
動物の数が激減しているという事実はなく、また報告にもあるように、動物の追い払
い機器に対する順化による被害の反動が考えられる。来年度以降、被害が大きく
なった際の対応も今から備えておくべきと考える。
講習を受け追い払いの活動をしたにも関わらず農業被害が増加した際、被害に遭わ
れた方々の落胆が大きいものになると予想される。獣害対策効果の良し悪しに関わ
らず、本事業の効果を農業従事者の方々に公開し、本事業への理解と参加を引き続
き粘り強く呼びかけることが必要である。
また、テレメトリー・箱罠の更新、捕獲動物の安楽殺の際に従事者が負傷されること
がないよう引き続き留意いただきたい。これまでも述べてきたように、被害をもたらす
野生動物は自治体区画を越えて移動しているため、いち自治体単独での対策には
限界がある。獣害防護の根本的な対策を行うためには、引き続き自治体、学術分野
との協力を含む対策協議を行い、粘り強い対応が必要である。

　捕獲活動や電気柵の設置が計
画的に行われている。
　県内のニホンザルの生息数は
増加傾向にあることに加え、箱わ
な等に対する慣れが生じるため、Ｉ
ＣＴ技術の活用や大型のわな等
により対策を継続していく必要が
ある。
　県では引き続き被害防止計画
に基づく取組を支援するとともに、
実施隊員等、捕獲従事者の鳥獣
被害対策に係る知識・技術の向
上を目的とした研修の開催等によ
り人材育成を行っていく。

電気柵を設置した圃場では、被
害が減少し、大きな効果が見ら
れる。
　ニホンザルによる被害額は目
標値には及ばなかったが基準
値である令和元年からは減少し
ており、被害防止計画全体でみ
ても概ね達成できた。

　弘前地区鳥獣保護管理員　髙田敏幸

　電気柵の設置により被害が減少傾向にあるので、電気柵の設置を継続して被害低
減に努めてほしい。
　箱わなの増設や新規狩猟免許取得者への助成を引き続き実施し、鳥獣の捕獲数
の増加につなげてほしい。

蓬田村鳥獣被害
防止対策協議会
［再評価］

蓬田村 令和元
年度～
令和４
年度

ニホン
ザル
ニホン
ジカ
イノシ
シ

（１）有害捕獲

（２）被害防除

（１）捕獲活動（時間、頭
数）
　　Ｒ元　５０７ｈ、４頭
　　Ｒ２ 　３３２ｈ、５頭
　　Ｒ３ 　４３０ｈ、８頭
　　Ｒ４ 　５１６ｈ、４頭
（２）生息状況調査（時間）
　　Ｒ元　５０７ｈ
　　Ｒ２ 　３３２ｈ
　　Ｒ３ 　４３０ｈ
　　Ｒ４ 　５１６ｈ
　追払い活動（時間）
　　Ｒ元　５０７ｈ
　　Ｒ２ 　３３２ｈ
　　Ｒ３ 　４３０ｈ
　　Ｒ４ 　５１６ｈ

蓬田村鳥
獣被害防
止対策協
議会

-



H29 R3 R4 H29 R3 R4

ツキノワグマ 20.50 18.4 4.65 754% 0.510 0.450 0.135 625%

ニホンジカ 6.00 5.4 0 1000% 0.100 0.090 0.0 1000%

ハクビシン 3 2.7 41.95 -12983% 0.020 0.010 0.062 -420%

イノシシ － － 10.64 - － － 0.067 －

タヌキ － － － － － － － －

カラス － － － － － － － －

カワウ － － － － － － － －

アナグマ － － － － － － － －

アライグマ － － － － － － － －

計 29.50 26.5 57.2 -923% 0.630 0.550 0.264 458%

三戸町有害鳥獣
被害対策協議会
［再評価］

三戸町 令和元
年度～
令和４
年度

ツキノ
ワグ
マ、ニ
ホンジ
カ、ハ
クビシ
ン、イノ
シシ、
タヌ
キ、カ
ラス、
カワ
ウ、ア
ナグ
マ、ア
ライグ
マ

（１）有害捕獲
R1
・銃器や箱わなによる有害
鳥獣捕獲
・技術の普及
・捕獲用箱わな整備
R2
・銃器や箱わなによる有害
鳥獣捕獲
・技術の普及
R3
・銃器や箱わなによる有害
鳥獣捕獲
・技術の普及
・捕獲用箱わな整備
R4
・銃器や箱わな等による有
害鳥獣捕獲
・技術の普及
・捕獲用箱わな整備

（２）被害防除
R1
・銃器による追払い活動及
び被害発生状況調査
R2
・銃器による追払い活動及
び被害発生状況調査
R3
・銃器による追払い活動及
び被害発生状況調査
R4
・被害発生状況調査

(1)捕獲活動
R1
23人で延べ263日
R2
24人で延べ217.5日
R3
26人で延べ154日
R4
25人で延べ206日

ライフル銃射撃安全研修
会
R1:14名
R2:16名
R3:17名
R4:16名

シカ・イノシシ捕獲技術向
上研修会
R2:9名

第7回全国鳥獣被害対策
サミット
R1:参加4名

シカ用箱わな
R1:2基
R3:1基

イノシシ用箱わな
R3:2基
R4:2基

クマ用箱わな
R3:1基

センサーカメラ
R3:2台

(2)追払い活動
R1
23人で延べ16日
R2
24人で延べ42.5日
R3
26人で延べ42日

三戸町有
害鳥獣被
害対策協
議会

－ － （１）捕獲活動
　ライフル銃射撃安全研修会の実施
により、事故無く安全に捕獲活動を実
施することができた。

　シカ・イノシシ捕獲技術向上研修会
では、鳥獣の生息状況、被害状況の
確認、被害発生現場での被害状況の
確認や箱わな、くくりわなの設置方
法、注意点等を学習し、実施隊の有
害鳥獣捕獲に関する知識、技術の向
上に繋がった。

　第7回全国鳥獣被害対策サミットに
参加し、他地域での鳥獣被害対策の
活動事例について学んだ。

　捕獲わな及びセンサーカメラの拡充
により、より多くの被害場所へわな・カ
メラを設置し調査、捕獲ができるよう
になった。

（２）被害防除
　カラス類、カワウに対し追払い活動
を実施し、園地や河川への農林水産
業被害を防止した。
　また、被害発生状況調査を実施し、
鳥獣の生息状況、被害状況を確認す
ることで、適切な場所へわなを設置
し、捕獲率の向上に繋げた。

　前回の計画作成時には専門家
の関与がなかったが、現在は第
三者からの意見を反映する体制
が構築されている。
　令和４年度はツキノワグマの被
害が目標値を大きく上回ったこと
により、今年度再評価の対象と
なったが、改善計画で定めたツキ
ノワグマの出没・被害のある地域
の農業者に対する被害防止対策
に係る指導と、通信機能付セン
サーカメラ等のＩＣＴ技術を活用し
た捕獲活動の実施により、ツキノ
ワグマの被害は減少し、目標は
達成された。しかし、新たにイノシ
シの被害が確認されたほか、ハク
ビシンによる被害も目標値を大き
く上回って確認されたことから、全
体の被害額は目標未達成となっ
た。
　県では引き続き、箱わなやセン
サーカメラ等を活用した効率的な
捕獲活動の取組を支援するととも
に、被害防止計画の目標を見直
し、農作物残渣の除去等の生息
環境管理推進に向け指導を行う。
また、新規侵入鳥獣であるイノシ
シの被害も確認されていることか
ら、被害防止計画にイノシシの被
害軽減目標を位置付けるよう指
導する。

　令和３年度評価で目標未達成
となったツキノワグマに対して
は、引き続き侵入防止柵の設置
を推進するとともに、現地での
実施隊からの指導・助言によ
り、これまで被害の少なかった
農家自身の被害防止対策意識
の向上を図る。
　令和3年度の事業に対する改
善計画では例年被害の多い農
家を中心に早期に侵入防止柵
の設置や緩衝帯設置の推進、
環境整備の助言を実施するとと
もに、ICT技術を活用した生息
調査や被害防止対策の強化を
上げており、実施した結果、侵
入防止柵を設置したながいも農
家ではイノシシの侵入を防止す
ることができた。また、りんご園
地については、落下したりんご
を適切に処分する農地が多くな
り、鳥獣を寄せ付けない環境を
整備することができ、クマの被
害減少に繋がった。ICT技術の
活用については、獣道を中心に
センサーカメラを設置し、鳥獣の
行動を確認した上で箱わなを設
置することで、ツキノワグマの捕
獲率向上に繋がった。
　令和4年度の被害について
は、ツキノワグマによる被害は
実施隊による捕獲等の被害防
止活動により減少した。しかしな
がら、ハクビシンによる果樹や
野菜の食害、イノシシの個体数
増加によるいも類や水稲への被
害の発生により、被害全体では
昨年度と比較して金額が35％、
面積が23％増加した。
　今後は、目撃・被害情報が増
加しているイノシシ・ハクビシン
に対する被害対策を中心に、そ
の他の種についても被害が拡
大する前に迅速に対応してい
く。

第三者：和田晴美（ワイルドライフ・サポートＨＡＲＵ代表、農作物野生鳥獣被害対策
アドバイザー登録者　登録番号４４９）

（基本的対策の考え）
　鳥獣害被害とは災害を回復することを目的とする考えから、被害者の意思を基に
目標と計画を策定することが必要です。
　多くの協議会では被害があった生産者が所属しておらず、議決権がなく策定されて
いないことで対策の評価が難しくなっています。
　また、具体的対策としては➀捕獲対策、②防護対策、③環境整備の三つの対策を
バランスよく計画することも重要です。
（育成、連携）
　被害者、報告や対策の協議など連携がとれており、対策をするうえで順調かと思わ
れます。また、新たな捕獲従事者も増え持続可能な組織づくりができています。
　課題としては新たな従事者を育成するプログラムを作っておくことです。意欲ある新
人の育成ができずに数年後に新人が「思っていたのと違っていた」と、離れていく
ケースも少なくありません。他の従事者の技術向上に加えて新人育成も計画に入れ
ておいてください。
　被害額、面積は共に大きく減少しており対策の効果が一定出ていると思われます。
このことは関わった方への達成感もあるかと思っています。引続き、効果の高い対策
を維持できる様、皆さまとこの成果を共有なさってください。
（捕獲対策）
　地域の報告やセンサーカメラによる情報を基に被害状況の把握、説明、対策後の
報告をしており連携が取れており評価しています。捕獲対策で大切なのは「加害個
体の捕獲」であり、被害の把握と説明、報告を繰り返すことで対策の効果が確認でき
ることは必要で今後もこの連携は続けて頂きたいと思います。
　課題としては、被害は減少していますが出没頻度は減少していません。今後、居住
地付近など銃器を使用できない場所での捕獲に備えるためにも捕獲機による捕獲成
功率の高い技術向上(研修)を次のステップとしてご検討ください。
　また、箱罠の使用について作付け付近や居住地付近での使用は極力避け、台数
は加害個体の行動範囲に数個、使用期間は30日以内にとどめておいてください。使
用頻度が多くなると出没頻度が上がります。
（防護対策）
　現在、要望がある場所から設置しており環境整備を考慮した設置計画が必要かと
思われます。一日のクマの行動範囲が数キロという習性を考えると、集落単位で防
護柵の計画を立てた方がよいです。まずは防除柵の特徴と野生動物の習性などの
説明会や講習会を実施し現状より広範囲で防除柵を設置する必要性について協議
することをお勧めします。
（環境整備）
　被害解決策として緩衝帯の管理についてアドバイスしているが、負担が大きく実施
ができていない様子でした。緩衝帯の管理は数年に渡り継続しなければいけないの
で、個別ではなく集落(団体)での年間行事として実施することをお勧めいたします。
他の自治体でも推奨していますが個別よりも団体の方が効果があり、持続的に作業
が進んでいます。また、防護柵管理と併用して実施することも可能です。



H30 R4 R4 H30 R4 R4 【西北地区鳥獣保護管理員　今金明】

カラス 6.50 4.55 12.9 -328% 0.040 0.030 0.040 0%

ニホンザル 35.70 24.99 15.8 186% 0.100 0.070 0.040 200%

アライグマ 8.70 6.09 1.0 295% 0.030 0.021 0.000 333%

ノウサギ - - - - - - - -

カルガモ 2.50 1.75 0.0 333% 0.150 0.105 0.000 333%

その他カモ類 1,954.80 1,368.36 1534.6 72% 29.8t 20.86ｔ 21.61ｔ 92%

ツキノワグマ - - - - - - - -

ニホンジカ - - - - - - - -

イノシシ - - - - - - - -

アナグマ 10.80 7.56 - - 0.030 0.021 - -

計 2,019.00 1,413.30 1564.3 75% 0.350 0.247 0.080 262%

29.8t 20.86t 21.61t 92%

ニホンザル (1)有害捕獲 H30 R4 R4 H30 R4 R4
アライグマ

ニホンザル 84.9 59.0 53.7 120% 0.39 0.27 0.17 183%

カラス ・箱わな設置による捕獲
　クマ捕獲箱わな導入（R２　１
基）

アライグマ 10.3 7.0 0.0 312% 0.03 0.02 0.00 300%

ツキノワグマ 　サル捕獲箱わな導入
　（R２　２基、Ｒ３　３基） カラス 13.7 9.5 3.2 250% 0.04 0.02 0.01 150%

カルガモ 　アライグマ捕獲箱わな導入
　（R２　２基、Ｒ３　３基、R４　４
基）

ツキノワグマ 17.2 12.0 18.0 -15% 0.05 0.03 0.05 0.0%

カワウ ・担い手育成のための技能研修
等参加

カルガモ - - - - - - - -

ニホンジカ 　狩猟免許取得者
　（R２　３人、Ｒ３　１人）

- -
カワウ - - - - - - - -

R2 イノシシ ・指導者育成研修会参加 ニホンジカ - - - - - - - -
～ ハクビシン 　研修会参加（R２　２人、Ｒ３　１

人） イノシシ - - - - - - - -

R4 ハクビシン - - - - - - - -

(2)被害防除 (2)鳥獣被害対策指導者育成研
修開催 計 126.1 87.5 74.9 133% 0.51 0.34 0.23 165%

研修会開催（R４　参加者　６人）

(3)緊急捕獲活動

西北地区鳥獣保護管理員　山中　信幸

 町では、多種類の有害鳥獣対策を実施しており、被害防止計画の被害金額及び被
害面積の達成率については目標に達している。昨今のニホンザルやツキノワグマに
よる農作物被害が増加傾向にあり、出没箇所等の把握に努め捕獲圧を強化する必
要がある。また、猟友会会員の減少に伴い、猟銃免許、わな免許の担い手育成の補
助の継続が必要である。一方で里山においては高齢化による耕作放棄などで農地
が荒れ、有害鳥獣が里に居つく現状である。住民の被害防止への意識向上も欠か
せない。

五所川原市鳥獣
被害防止対策協
議会

五所川
原市

(1)侵入防止柵整備

(2)有害捕獲

(3)被害防除

(4)緊急捕獲活動

（１）捕獲活動
・実施隊による捕獲活動（R２、R
３）
（出動日数：R２　のべ189日、R３
のべ203日）

　県内のニホンザルの生息数は
増加傾向にあることに加え、箱わ
な等に対する慣れが生じるため、Ｉ
ＣＴ技術や大型わな等の活用によ
る対策に取り組んでいく必要があ
る。
　ツキノワグマの被害について
は、出没状況に大きく影響を受け
るため、引き続き出没状況を把握
した上で捕獲活動に取り組んでい
く必要がある。
　本県にとっては新たな侵入鳥獣
であるイノシシやニホンジカの対
策を強化していく必要がある。
　 町では、捕獲活動等の鳥獣被
害対策や捕獲従事者の人材育成
に取り組んでいるが、農作物残渣
等の適切な除去や緩衝帯の設置
等、生息環境管理の取組も併せ
て推進する必要がある。また、把
握した鳥獣の生息状況や被害状
況について、地域住民にも周知
し、地域全体での被害防止の意
識向上を図る必要がある。
　県では引き続き被害防止計画
に基づく取組を支援するとともに、
実施隊員等、捕獲従事者の鳥獣
被害対策に係る知識・技術の向
上を目的とした研修の開催等によ
り人材育成を行っていく。

鰺ヶ沢町鳥獣被
害防止対策協議
会

鰺ヶ沢
町内全

域

鰺ヶ沢町
鳥獣被害
防止対策
協議会

(1)捕獲活動
・ニホンザルの捕獲活動に一定の効
果が得られた。
・ニホンザルの追い払い活動に一定
の効果が得られた。
・ツキノワグマの捕獲活動に一定の効
果が得られた。
・ニホンザルの捕獲活動に一定の効
果が得られた。
・アライグマの捕獲活動に一定の効果
が得られた。
(2)担い手育成のための技能研修等
・新規狩猟免許取得者の育成に効果
が得られた。
(3)鳥獣被害対策指導者育成研修
・野生鳥獣の生態及び捕獲方法等を
習得することで効果が得られた。
・町内に生息するニホンザルの群れ
の詳細について、今後の追い払い・捕
獲活動推進に効果が得られた。

  実施隊による定期的な追い払
いや箱わなを導入することによ
る捕獲活動を実施したことによ
り、ニホンザルによる農作物被
害の抑制に効果が得られた。併
せて、被害金額及び被害面積
についても目標値に達した。ま
た、アライグマ、カラスについて
も目標値に達している。
  ツキノワグマによるスイカに及
ぼす被害については、若干目標
を下回ったが、箱わなを活用し
た捕獲活動を強化した結果、令
和４年度における捕獲頭数は９
頭であり、一定の効果が得られ
たが、目撃・出没が後を絶たな
い現状を踏まえ捕獲圧を強化す
る。

　電気柵の設置が計画的に行わ
れている。
　県全体ではカラス被害は減少し
てきているものの、当地域では
R3、R4と増加しているため、今後
も銃器による捕獲等を継続し、効
果的な対策を行う必要がある。
　県内のニホンザルの生息数は
増加傾向にあることに加え、箱わ
な等に対する慣れが生じるため、Ｉ
ＣＴ技術の活用等により対策を継
続していく必要がある。
　県では引き続き被害防止計画
に基づく取組を支援するとともに、
農作物残渣等の適切な除去や緩
衝帯の設置等、生息環境管理の
取組の推進に向け指導を行って
いく。

　カラスによる被害については、
実施隊による銃器での捕獲を実
施したが、被害が増加し目標を
達成できなかった。
　ニホンザルやアライグマによる
被害については、電気柵の設置
や箱わなを設置したことにより、
被害金額や被害面積の減少が
みられるため、目標達成につな
がったと考えられる。
　今後も地域ぐるみで情報交換
等の協力をしながら被害対策を
実施していく必要がある。

金木地区におけるカラス･ニホンザル･ハクビシン･アナグマによる農作物への被害に
ついて、先ずは銃器を用いた捕獲が一番効果が高いと考えられる。今後も農作物被
害防止のため、取組を継続的に実施することや周辺地域と情報交換等の協力をしな
がら、効果的な被害防止対策を進めて下さい。

100% (1)電気柵
　電気柵を設置した地域は、ニホンザ
ルの被害が大きく減少したものの、未
設置地区の農地には被害が増加して
いる傾向がある。
(2)捕獲活動・追払い活動
　野生鳥獣による被害面積は大きく減
少した。特にアライグマついては、ア
ライグマ用捕獲わなを設置したことに
より令和3年度は8頭に対し令和4年
度は、18頭と着実に成果を挙げてい
る。今後も継続していく必要がある。

　今後も引き続き雑木・雑草刈り払い
等による緩衝帯の設置や、残渣の取
り払いによる環境整備を行うなど、地
域ぐるみの被害防止体制の構築を図
り、被害軽減に努める。

(3)捕獲頭数
・サル（成獣）
　R4：2頭
・サル（幼獣）
　R4：1頭
・クマ（成獣）
　R4：6頭
・クマ（幼獣）
　R4：0頭

(1)電気柵設置による捕獲
･ニホンザル用電気柵
（R2、R3）

(2)箱わな設置による捕獲
･アライグマ用捕獲わな７
基（R2）
･大型獣用箱わな３基（R4）

(3)追払い活動
･実施隊追い払い活動
（R4）

(4)捕獲頭数
・サル（成獣）
　R3：27頭
　R4：34頭
・カラス
　R3：550羽
　R4：600羽

五所川原
市鳥獣被
害防止対
策協議会

R2.10
R3.10

R2～
R4年
度

カラス
ニホン
ザル
アライ
グマ
ノウサ
ギ
カルガ
モ
その他
カモ類
ツキノ
ワグマ
ニホン
ジカ
イノシ
シ
アナグ
マ



H30 R4 R4 H30 R4 R4
ニホンザル 272.1 244 80 684% 1.05 0.94 0.23 745%

ツキノワグマ 21.1 18 0 681% 0.17 0.15 0.00 850%

ニホンジカ － － 8.5 － － － 0.02 －

イノシシ － － 2.9 － － － 0.02 －

アライグマ － － 0 － － － 0.00 －

計 293.2 262.0 91.4 647% 1.22 1.09 0.27 731%

H30 R4 R4 H30 R4 R4

カラス 279.5 246.0 268.6 33% 0.61 0.530 0.585 31%

カルガモ
- - - - - -

アライグマ
- - - - - -

ニホンジカ
- - - - - -

イノシシ
- - - - - -

計 279.5 246.0 268.6 33% 0.61 0.530 0.585 31%

　県内のニホンザルの生息数は
増加傾向にあることに加え、箱わ
な等に対する慣れが生じるため、Ｉ
ＣＴ技術や大型わな等の活用によ
る対策に取り組んでいく必要があ
る。
　ツキノワグマの被害について
は、出没状況に大きく影響を受け
るため、引き続き出没状況を把握
した上で捕獲活動に取り組んでい
く必要がある。
　特定外来生物であるアライグマ
は、捕獲活動により引き続き駆除
していく必要がある。
　本県にとっては新たな侵入鳥獣
であるイノシシやニホンジカの対
策を強化していく必要がある。
　県では引き続き被害防止計画
に基づく取組を支援するとともに、
実施隊員等、捕獲従事者の鳥獣
被害対策に係る知識・技術の向
上を目的とした研修の開催等によ
り人材育成を行っていく。

- - (1)箱わな導入・緊急捕獲活動
　ICT活用捕獲檻の活用により、効果
的かつ大規模な捕獲を行えるように
なり、２群を全頭捕獲し、前述の被害
軽減につながった。
(2)ドローンによるニホンジカ生息状況
調査
　近年当該地域で目撃情報が増加し
ているニホンジカについては、赤外線
カメラ搭載ドローンによるニホンジカ生
息状況調査により、生息状況の把握
に努め、R2年度に1頭、R3年度に4
頭、R4年度に20頭を発見した。
(3)サル生息状況調査
　ニホンザルについては、テレメトリの
装着と箱ワナの導入により、効率的に
生息状況の把握や捕獲が進み、生息
頭数増加抑止や被害軽減につながっ
た。

　コロナ禍により集落環境診断や緩衝
帯の設置はできなかったが、行政連
絡員会議や広報での周知により、追
払いの際は農業者ばかりでなく、地域
住民も含めた集団で行う意識を啓発
することができた。
　農業者や地域住民と、町、実施隊の
連絡体制が確立されたため、円滑な
意思疎通と迅速な対応が出来るよう
になった。
　１つの対策で鳥獣被害を防止する
のではなく、地域ぐるみで総合的に対
策を行う必要性が住民に理解され
た。

　ニホンザルについては、テレメトリ
により生息調査の精度が上がった
ため、生息頭数はH30：507頭⇒
R4：643頭と増加したが、捕獲圧も
継続的に与えているため、群れの
数はH30：39群⇒R4：32群と減少
し、被害金額及び被害面積ともに
目標値を大幅に下回ることができ
た。
　また、家屋や小屋への侵入を繰り
返す群れを全頭捕獲し、人的被害
の拡大を防ぐことができた。
　ただし、大規模農場での被害や
人目につきにくい山間部の農地の
他、人家近くの小規模な農地での
被害は断続的に発生しており、引き
続き被害防止に努める必要があ
る。
　ツキノワグマについては、出没地
域での追い払い、捕獲を進めたた
め、被害金額、被害面積ともに抑え
ることができた。
　しかし、ニホンジカ及びイノシシの
被害が発生したため、新たな対策
を講じるとともに、今後も野生鳥獣
との棲み分けができるよう、地域ぐ
るみでの防護対策に積極的に取り
組む必要がある。

　特定非営利活動法人　北限の野生動物管理センター　理事　山﨑　秀春

　鳥獣被害防止対策については、鳥獣被害対策実施隊員の捕獲技術等の向上と知
識を取得させるため、積極的に研修会・先進地視察等へ参加させ、その深浦町にあ
う内容等を積極的に取り入れ、その技術向上の効果が現れている。
　また、実施隊員による捕獲体制も整い、被害を及ぼしている群れにテレメトリ発信
機を積極的に装着し、いち早く群れを発見し、追い上げ・追い払い・大型囲い罠・独自
のはこ罠を制作しを捕獲ができる体制を構築していることから、生息頭数の減少及び
大幅な農作物被害が軽減している。これは、青森県内では大いに評価できる。
　しかし、実施隊員が日々の活動で生息調査を実施しているものの、捕獲により生息
頭数が減少しているにもかかわらず群れ数が大きく減少していないことから、今後、
専門家の指導等を仰ぎながら、モニタリング調査し、さらなる捕獲体制の強化が求め
られる。
　このことは、鳥獣被害対策実施隊員の調査であきらかになっている未確認の群
れ、群れ除去した後に別な群れの侵入が人家周辺等に生息しているためであり、今
後、行動域の拡大・群れの分裂（銃器による捕獲も考えられる）・生息数の増加など
で新たな農作物被害発生と人的被害が予想されることから、その対策を構築しなけ
ればならない。

(1)捕獲用箱わなによる捕獲
・カラス捕獲用箱わなの使用により、
令和２年度は１７羽捕獲することがで
きた。
・カラス捕獲用檻の使用により、令和
４年度は１１羽捕獲することができた。
・アライグマ捕獲用箱わなの使用によ
り、令和２年度は６頭、令和３年度は
１頭、令和４年度は３頭捕獲すること
ができた。
・講習会の開催により、令和２年度～
令和4年度間で捕獲従事者を９名育
成することができた。
(2)カラス被害防除講習会
・講習会の開催により、カラス被害防
止に関する正しい知識を普及すること
ができた。
(3)アライグマ被害防除講習会
・令和4年度間で捕獲従事者を９名育
成することができた。
(4)板柳町鳥獣被害対策実施隊による
有害鳥獣駆除
・令和2年度～令和４年度間、銃器に
よる一斉捕獲でカラスを１５３羽、カル
ガモを６４羽駆除することができた。

板柳町鳥獣被害
防止対策協議会

板柳町 令和２
年度～
令和４
年度

・カラス
・カル
ガモ
・アライ
グマ
・ニホ
ンジカ
・イノシ
シ

(1)有害捕獲 (1)捕獲用箱わなによる捕
獲
・カラス
　捕獲カラス殺処分数
　R2 17羽
　捕獲カラス殺処分数
　R4 11羽
・アライグマ
　捕獲アライグマ殺処分数
　 R2 6頭、R3 1頭、R4 3頭

カラス被害防除講習会の
開催による被害防止対策
知識の普及
・参加者数
　R2 10名

アライグマ被害防除講習
会の開催による捕獲従事
者の育成
・捕獲従事者登録数
　R2 4名、R4 5名
　R5.3.31現在97名

板柳町鳥獣被害対策実施
隊による有害鳥獣駆除
・カラス駆除数
 R2 49羽、R3 46羽、R4 58
羽
・カルガモ駆除数
 R2 21羽、R3 14羽、R4 29
羽

　カラス対策として、銃器や箱わ
なによる捕獲を継続して行ってお
り、R4年度は目標を達成できな
かったものの、前年よりも減少し
ていることから、引き続き、捕獲等
の被害防止対策を実施していく必
要がある。目標が達成できなかっ
た要因としては、農地に放置され
ている農作物残渣等がカラスの
餌となり、個体数の効果的な減少
に繋がっていないこと、カラスが
農地を餌場として認識しているこ
とが考えられる。町では広報誌に
より農作物残渣の適正処理を呼
び掛けているものの、適正処理が
されていない状況から、県では引
き続き被害防止計画に基づく取組
を支援するとともに、次年度の再
評価に向けて、農作物残渣等の
適切な除去や緩衝帯の設置等、
生息環境管理の取組の推進に向
け指導を行っていく。
　特定外来生物であるアライグマ
は、捕獲活動により引き続き駆除
していく必要がある。

各種対策を実施したことにより、
カラスによる被害面積及び被害
金額が現状より減少している。
これは令和２年度～令和４年度
間に実施した対策による成果で
あると思われる。しかし、農地に
放置されている農作物残渣等
がカラスの餌となり、個体数の
効果的な減少に繋がっていない
ことなどから、目標達成には至
らなかったため、今後も各種対
策を効果的に実施するととも
に、広報誌による農作物残渣の
適正処理の呼び掛け等により、
被害面積及び被害金額の減少
に努めたい。

　西北地区鳥獣保護管理員　佐藤　秀樹（鶴田町一円・板柳町一円所管）

 今回は令和２年度から令和４年度間における鳥獣被害防止総合支援事業の評価報
告となるわけであるが、数値を見ると面積及び被害金額ともに減少傾向である。
　アライグマについては、今後とも対策の手を緩めずに、事業を継続し被害防止に努
めてほしい。
　また、近年は近隣の市町村でニホンジカ及びイノシシの目撃情報が発生しているた
め（ニホンジカは板柳町でも過去に目撃情報がある。）、今後も情報収集を実施して
監視を続ける必要があると思われる。

板柳町鳥
獣被害防
止対策協

議会

- -

R2～
R4年
度

ニホン
ザル、
ツキノ
ワグ
マ、ア
ライグ
マ、ニ
ホンジ
カ、イノ
シシ

(1)有害捕獲

(2)被害防除

(3)サル複合対策

（４）緊急捕獲活動

(1)箱ワナ等の導入による捕獲
ニホンザル用　R2：5台、R3：2
台、R4：1台
ツキノワグマ用
R2：3台、R3：1台、R4：1台
アライグマ用
R2：0台、R3：10台、R4：0台
イノシシ用
R2：0台、R3：1台、R4：2台
ニホンジカ用
R2：1台、R3：2台、R4：1台
ニホンジカ・イノシシ兼用　R4：3
台
ニホンジカ・イノシシ用くくりワナ
R2：10台、R3：4台

(2)ドローンによるニホンジカ生息
状況調査
R2：3日間、R3：4日間、R4：5日
間

(3)サル生息頭数調査
・テレメトリ装着
R2：3頭、R3：4頭、R4：3頭

(4)ニホンザルの捕獲
R2：30頭、R3：80頭、R4：24頭

深浦町鳥
獣被害防
止対策協
議会

深浦町鳥獣被害
防止対策協議会

深浦町



ニホンザル
H30 R4 R4 H30 R4 R4

カルガモ ニホンザル 37.6 26.3 0 333% 0.08 0.05 0 267%

カラス カルガモ 0.2 0 0 100% 0.01 0 0 100%

ツキノワグマ カラス 0.7 0.4 0 233% 0.04 0.02 0 200%

アライグマ ツキノワグマ - - - - - - - -

ニホンジカ アライグマ - - - - - - - -

イノシシ ニホンジカ - - - - - - - -

アナグマ イノシシ - - - - - - - -

サギ類 アナグマ - - - - - - - -

サギ類 - - - - - - - -

計 38.5 26.7 0 326% 0.13 0.07 0 217%

H30 R4 R4 H30 R4 R4

ﾆﾎﾝｻﾞﾙ 111.4 77.9 64.1 141% 0.66 0.450 0.191 223%

ﾂｷﾉﾜｸﾞﾏ 35.9 25.0 13.0 210% 0.80 0.550 0.220 232%

ｶﾗｽ - - - - - - - -

ﾆﾎﾝｼﾞｶ - - - - - - - -

ｲﾉｼｼ - - - - - - - -

ﾊｸﾋﾞｼﾝ - - 3.7 - - - 0.002 -

ｱﾗｲｸﾞﾏ - - - - - - - -

ｱﾅｸﾞﾏ - - 3.3 - - - 0.002 -

ﾀﾇｷ - - - - - - - -

ｶﾓｼｶ 44.5 31.1 9.0 265% 0.21 0.140 0.060 214%

計 191.8 134.0 93.1 171% 1.67 1.140 0.475 226%

注１：被害金額及び被害面積の目標欄については対象鳥獣及び目標値を記し、これに合わせて他の欄も記載する。
 　２：都道府県が事業実施主体となる鳥獣被害防止都道府県活動支援事業を実施した場合、その事業内容等も記載すること。
　 ３：事業効果は記載例を参考とし、獣種等ごとに事業実施前と事業実施後の定量的な比較ができるよう時間軸を明確に記載の上、その効果を詳細に記載すること。整備事業を行った場合、捕獲効率の向上にどのように寄与したかも必ず記載すること。

 　 ４：「事業実施主体の評価」の欄には、その効果に対する考察や経営状況も詳細に記載すること。　　　

５　都道府県による総合的評価

【鳥獣被害防止総合支援事業及び鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業（各鳥獣被害防止対策協議会実施）】
  カラス対策については、箱わなや銃器による捕獲等の対策により、近年の被害は減少傾向にある。県で実施しているカラス行動域調査及び農作物被害対策実証と連携しながら、引き続き、対策を行っていく必要がある。
　ニホンザル対策については、県全体の生息数が増加傾向にある中で、農作物被害は、近年、減少傾向にある。現在実施しているテレメトリー発信器等による生息状況調査や、調査に基づく箱わなや銃器による捕獲活動、電気柵の設置による対策は効果的であると評価しており、これらの取組を継続していくとともに、ＩＣＴ等新技術や大型わな等の活用に取り組ん
でいく必要がある。
　ツキノワグマ対策については、電気柵の設置や捕獲等の対策により、令和４年度の被害金額は前年度の７割に減少したものの、被害状況は年次変動が大きく、ブナの結実状況など外的要因に大きく影響を受けるため、出没状況を把握した上で効果的に対策を進めていく必要がある。
　アライグマ対策については、平成25年度をピークに被害額の増加を抑えていることから、現在の取組が効果的であると評価しており、引き続き実施するとともに、被害の拡大防止に向け、捕獲の強化に取り組む必要がある。
　その他鳥獣に関する対策については、捕獲・追払い活動などを引き続き実施していくとともに、新規侵入鳥獣であるニホンジカやイノシシについては、今後の生息域や農作物被害の拡大を防ぐ取組の強化が必要である。
【鳥獣被害防止都道府県活動支援事業（県実施）】
　県では、新規侵入鳥獣であるイノシシ、県内で被害が拡大しているアライグマ対策を進めるため、研修会等を開催したほか、本県において最も被害金額が大きいカラス対策を進めるため、カラスの行動域調査を実施し、効果的な対策を検討しているところである。引き続き、市町村単独では解決が難しい課題や新たな取組への踏み出しを後押しするため、調査や
人材育成、ICT機器等の導入促進等を実施し、市町村の取組を支援していく必要があると考えている。

　下北半島のニホンザルの生息
数は増加傾向にあることに加え、
箱わなや犬による追払い等に対
する慣れが生じるため、加害群を
優先した対策や、ＩＣＴ技術を活用
した効率的な対策の実施が必要
である。
　ツキノワグマの被害について
は、出没状況に大きく影響を受け
るため、出没状況を把握した上で
捕獲などの対策を強化していく必
要がある。
　県では引き続き被害防止計画
に基づく取組を支援するとともに、
実施隊員等、捕獲従事者の鳥獣
被害対策に係る知識・技術の向
上を目的とした研修の開催等によ
り人材育成を行っていく。

　農作物野生鳥獣被害アドバイザー　松岡　史朗

　鳥獣被害対策実施隊による追払い・犬による追払い・緩衝帯整備・捕獲体制、市町
村事業で設置された電気柵による被害防止効果は評価されるが、ニホンザルの捕
獲頭数の減少、下北全体の頭数増加による被害の拡大が懸念されることから、新た
に被害の発生した地区への電気柵設置の推進と耕作者による維持管理の徹底、老
朽化に伴う電気柵の更新、実施隊の増員、緩衝帯整備等が必要と考えられる。ま
た、これまでの対策だけでは、被害減少はできるが、捕獲頭数の増加を目指すため
の効果的な対策を考える必要がある。

・捕獲体制の強化による加害群
の捕獲は進んでいるものの、生
息頭数は増加傾向にあり、行動
域の拡大・分裂により、今まで
被害のなかった地域に出没し農
作物に被害が発生しているた
め、里地周辺の群れ管理の徹
底が急務となっている。
・生息調査に関しまして、耕作
地等に来る群れの調査はでき
ているが、山の奥の方に生息し
ている群れの調査が急がれる。
・犬による追払いでは、今後も
計画的に使い、よりよい使い方
を検討していく必要がある。
・緩衝帯整備では、刈り払い等
により、被害防除の効果が得ら
れたことから、引き続き緩衝帯
整備を進めていく必要がある

　特定非営利法人　北限の野生動物管理センター　 理　事　　山　﨑　秀　春

鳥獣被害防止対策については、鳥獣被害対策実施隊によるパトロールで追い上げ・
追い払いができる体制を構築している。
　また、実施隊による行動域等を把握し、その地域にあった効率的な捕獲体制（大型
囲い罠:ICT遠隔システム導入）を専門家の指導・助言も頂きながら被害対策を実施し
ているが、その結果、個体数調整は進んでいるが、銃器による捕獲も同時に実施さ
れている。
　このことは、行動域の拡大・群れの分裂・生息の拡大などで新たな農作物被害が
発生が進み、その対策を専門家等の指導・助言をいただき積極的に進めるべきであ
るとともに、これまでテレトリー発信機を装着し、いち早く群れを発見し、追い上げ・追
い払いができる体制を行っていましたが、ここ数年テレトリー発信機を装着していな
いことから、追い上げ・追い払いができる体制がなされていないとともに、テレトリー
発信機を装着し、群れ管理をするようにおねがいしたい。
　また、２０１７年以降青森県津軽半島ニホンザル生息調査・中泊町において、モニタ
リング調査を実施していないことから、今後、被害対策計画を作成にするに当たって
は調査をし、その結果を計画に反映してほしい。

下北半島鳥獣被
害対策市町村等
連絡会議

むつ市
大間町
東通村
風間浦
村
佐井村

R2～Ｒ
４

ニホン
ザル
ツキノ
ワグマ
カラス
ニホン
ジカ
イノシ
シ
ハクビ
シン
アライ
グマ
アナグ
マ
タヌキ
カモシ
カ

(1)有害捕獲

(2)生息環境管理

(3)サル複合対策

(1)わな設置による捕獲
わな導入…
R2:5基
R3:4基
R4:4基
計:13基

生息調査
下北全域調査…
R2～R4

(2)緩衝帯整備…
R2:450㎡
R3:250㎡
R4:250㎡
計:950㎡

(3)ﾓﾝｷｰﾄﾞｯｸﾞ追払い…
毎年7月～11月

中泊町鳥獣被害
防止対策協議会

中泊町 Ｒ２～
Ｒ４

(1)有害捕獲

(2)被害防除

(3)緊急捕獲活動

(1)捕獲活動
・箱わなの導入
　箱わな3基（R2）2基(R3)4
基(R4)

生息状況調査
・発信器の導入（サル用）
　発信器1台（R4）

(2)発信器を利用したニホ
ンザルの追払い講習会
　実施隊員への技術講習
　2回(R2)

指導者育成研修会の参加
　研修会参加2回（R2)

(3)捕獲頭数
・サル（成獣）
　R4：0頭

中泊町鳥
獣被害防
止対策協
議会

下北半島
鳥獣被害
対策市町
村等連絡
会議

- - (1)わな設置による捕獲
　わな導入に伴い、各地域で捕獲体
制の強化が図られた。
(2)生息調査
　生息調査の実施により、既存の群
れの行動域の把握に加え、分派した
群れの行動域の把握にも役立った。
(3)緩衝帯整備
　緩衝帯整備では、藪などの刈り払い
によって、隠れ場所をなくし、山林等
からの耕作地への侵入経路を除去す
ることで、鳥獣による被害を防除し
た。
(4)モンキードッグ追払い
　犬を活用した追払いによって、一定
の効果があり、農作物被害の減少に
つながった。

(1)捕獲活動
猟友会の捕獲活動及び箱わなの活
用によって、３年間でサルを６１頭駆
除することができた。
(2）生息状況調査
発信器による個体生息域の把握に
よって効果的に鳥獣の追い払い活動
を行うことができた。
(3)発信器を利用したニホンザルの追
い払い講習会
発信器の利用方法について学び、ニ
ホンザルの追い払い活動の効率化を
促進することができた。
(4)指導者育成研修会
鳥獣被害防止対策技術向上研修会
に実施隊員が参加し、知識・技術の
向上に努めることができた。

　県内のニホンザルの生息数は
増加傾向にあることに加え、箱わ
な等に対する慣れが生じるため、Ｉ
ＣＴ技術や大型わな等の活用によ
る対策に取り組んでいく必要があ
る。
 　町では、銃器・わなによる捕獲
や追い上げ、追い払いで被害対
策を行っており、R4年度の被害が
０になるなど、効果的に対策がさ
れている。
　県では引き続き被害防止計画
に基づく取組を支援するとともに、
被害対策の基本である生息環境
管理（農作物残渣の適正処理や
緩衝帯整備）の取組や生息状況
調査に基づいた対策により、効果
的な対策を講じるよう指導を行っ
ていく。

　被害金額、被害面積共に目標
値を達成することができた。しか
し、ニホンザルの生息数の増加
や出没地域が拡大傾向にある
ため、引き続き追払いや捕獲対
策を講じる必要がある

　 ５：鳥獣被害防止施設の整備を行った場合、侵入防止柵設置後のほ場ごとの鳥獣被害の状況、侵入防止柵の設置及び維持管理の状況について、地区名、侵入防止柵の種類・設置距離、事業費、国費、被害金額、被害面積、被害量、被害が生じた場合の要因と対応策、設置に
　　係る指導内容、維持管理方法、維持管理状況、都道府県における点検・指導状況等を様式に具体的に記載し、添付すること。

青森県 県内全域
R4年
度

－

(1)広域捕獲活動（有害捕
獲）

(2)新技術実証・普及活動

(3)人材育成活動

(1)中型害獣被害防止対策
　　研修会
　　1回（参加数：34名）

　　カラス行動域調査
　　4市町村と連携して調
査

　　専門家派遣
　　4市町村に派遣

(2)ICT等を活用したイノシ
シ
　 捕獲実証
    2市町村で実証

(3)農業者向け基礎研修会
　　 １回（参加数：45名）

　 民間研修派遣
　  5名(5日間）

- - -

(1)中型害獣被害防止対策研修会
　アライグマ、ハクビシン等に関する
生態等の基礎知識の習得や被害防
止対策技術の向上を図る研修会を開
催した。
　カラス行動域調査
　弘前市、黒石市、平川市、板柳町と
連携したカラス行動域調査では、種に
よる行動範囲の違いや冬期間のエサ
の種類などが示された。
　専門家派遣
　鳥獣被害防止対策の中心的役割を
担う市町村の活動をサポートし、地域
における課題解決を図るため、現場
の要請に応じて専門家を派遣した。
(2)ICT等を活用したイノシシ捕獲実証
　ＩＣＴ技術による捕獲の効率化に向
け、通信機能付きセンサーカメラと箱
わなによるモデル実証を実施した。
(3)農業者向け基礎研修会
　農業者等が自ら対策を行う上で必
要な法的知識や捕獲等の基本技術を
習得するための研修会を開催した。
　民間研修派遣
　実施隊員の高度で実践的な鳥獣捕
獲の知識・技術の習得のため、先進
地への派遣研修を実施した。
　以上の活動を通じて、被害対策技
術の全体的なレベルアップにつながっ
た。

　カラスの調査については、
データ充実を図るとともに調査
結果を生かした被害防止対策
の検討を進める。
　新規侵入害獣であるイノシシ
等の捕獲の効率化と捕獲技術
向上を図るため、ＩＣＴ等新技術
を活用した取組を推進する。
　鳥獣被害対策実施隊の隊員
確保、育成や農業者の鳥獣被
害防止対策技術の習得を図る
ため、各鳥獣の生態に関する知
識や捕獲技術を習得するため
の研修会を開催する。

－ －－ －－－－－－－－
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